
事 業 名 称 官民連携型「空き家の予防相談員」育成プログラム 

事 業 主体 名 一般社団法人ハウスサポート     

連 携 先 岐阜県各務原市 

対 象 地 域 岐阜県各務原市 

事 業 の特 徴 

一般社団法人ハウスサポートは、平成２７年度から現在まで国土交通省の補助

事業や地方自治体のニーズに合わせて岐阜県及び愛知県を中心に空き家対策

活動を行ってきた。昨年度は岐阜県各務原市「空き家リノベーション推進協議

会」にも参加し官民一体となった空き家対策に取り組んできた。今回は、空き

家対策について『予防』の観点から実施できる「人」と組織「連携体制」の整

備を行う。 

成 果 地域で活用できる「空き家予防の手引書」の作成（初年度） 

成果の公表先 
岐阜県各務原市「まちづくり推進課」、「建築指導課」「高齢福祉課」及び包括

支援センターから各務原市民 

 

＜１＞．事業の背景と目的 

空き家の処理は、空き家発生後は担当者に多大な業務負担と処理対策に膨大な費用が必要となる。

今回の事業は「空き家の予防」をテーマに、低コストで効率の良い管理をすることで、将来の空き

家発生を防ぐ体制の整備を構築する事を計画した。又、自治体担当者の異動・組織変更にも柔軟に

対応できる官民連携型の「空き家予防相談員」制度の確立も試みる。 

 

＜第一段階＞セミナー資料として、「空き家」対策の手引書を作成する。 

権利（所有権等）、安全性（利活用等）、お金（修繕・除却費等）を中心にまとめる。 

 

＜第二段階＞空き家」対策の手引書を利用し、関係事業者主に包括支援センター７か所、空き家    

リノベーション推進協議会の会員、そして自治体の担当者に向けてセミナーと理解

度テストを行う。又、市内の消費者向け空き家対策のセミナーと個別相談会を行う。 

 

＜第三段階＞事業者向けセミナーと消費者向けセミナー及び個別相談会の内容から空き家の発生

要因を明確にし、予防の観点から「空き家予防の手引書」を作成する。 

 

＜第四段階＞次年度以降「空き家予防の手引書」を活用し、関係事業者と自治会等へ出向き「空き

家予防セミナー」と勉強会を行い、市内全域で対応できる体制を構築する。 



＜２＞．事業の内容 

 

（１）事業の概要と手順 

交付決定（令和元年 8月 1日）から事業終了までの間の事業内容と手順を、以下のようにまと

めた。 

 

 

 



＜事業の取組詳細＞ 

＜第一段階＞研修プログラム  「空き家」対策の手引書作成 令和元年８月～ 

 

１）研修資料の準備：「空き家」対策の手引を作成  

担当:専門事業者による意見交換後、主に松塚が原稿を作成 

内容：質問形式で行うセミナーを考え、各事業者へ返答を考えながら知識を増やしてもらう 

目的で計画した。 

     

   用途：関係事業者向けセミナーの説明資料 

（設問の具体例） 

    ①空き家を所有しています、空き家の維持費はどの程度か掛かりますか？ 

    ②空き家を所有しています、将来、売却したいのですが何をすれば良いのでしょうか？ 

    ③空き家を所有しています、将来売却したいのですが当面は賃貸などを考えています。 

     何をすれば良いでしょうか？ 

    ④空き家を所有しています、将来、売却したいのですが売却時にどの様な税金が掛かり 

ますか？ 

    ⑤空き家を所有しています、将来、売却したいのですが親族（相続人）でもめています。 

     どうしたらいいでしょうか？ 

 

セミナー毎に、出席者の理解度を図る為「習熟度テスト」及びアンケートを収集しセミナー内容や

アンケート内容の改定も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  



＜第二段階＞関係事業者向けセミナー 

 

１）関係事業者へのセミナーの案内＜ポイント：自治体との連携が大切＞ 

まちづくり推進課と高齢福祉課の支援で、各務原市地域包括支援センター連絡会議に 

参加し事業説明を行い、訪問日程の調整を行った。 

会場   各務原市役所 街づくり推進課総合福祉会館・産業文化センター 

  出席者  まちづくり推進課・若山敬嗣、まちづくり推進課・吉田淳毅、 

健康福祉部高齢福祉課・水野浩司、㈱ユーキ・コーポレーション・松塚龍一 

野々垣司法書士事務所・野々垣隆、行政書士たかはし事務所・髙橋佐織 

  

２） セミナーの日程調整 

出張セミナーの日程と参加予定者の調整 

 

 

   

 

 



３）関係事業者向けセミナーの反応と理解度 

 

７か所 総勢６８名の包括支援センターの出席者と、各務原市空き家リノベーション推進事業に

参加されている１２名の建築士や住宅事業者へセミナーと習熟度試験及びアンケートを行った。 

セミナー受講後の習熟度試験の正解率は約７６％で、相続に関する設問で正解率が低い傾向が

確認された。（詳細は以下の表にて記載） 

所感として、各専門事業者、特に包括支援センターに従事されているスタッフの方々は、興味

を持って参加せれた傾向が確認できたが、自分たちが率先してアドバイスをする・出来る立場で

無い事も意見された。この点は、今後この事業を推進するうえで大きな課題となる為、今年度、

作成した「空き家予防の手引書」等を活用し、スタッフの方々が現場でアドバイスしやすい体制・

仕組みを準備する必要があると考え継続検討している。 

     

４）消費者向け空き家対策のセミナーと個別相談会の開催準備 

  各務原市の後援申請を行い、自治体の広報紙及び新聞広告の準備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５）消費者向け空き家対策のセミナーと個別相談会の開催 

 

① １２月１５日 各務原市 産業文化センターにて開催 

参加人数 ５６名 個別相談１６組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民連携で告知活動を行う事で、集客が大幅にＵＰ！！ 

 

 
 

生活中の自宅が空き家になる事を心配している消費者が複数３６％確認された。市民の中で 

空き家の発生を問題視する意識が出始めている事を考えると。「空き家予防の手引書」の活用 

に期待が持てると考える。 

 

   



②東京 出張相談会の開催（北海道 共同開催 一社ＴＯＫＹＯ住まい暮らしによる支援） 

 

各務原市に空き家を所有し、関東で生活をされている方に向けて無料相談会を開催した。 

この相談会は継続的に開催したいと考えており、今回は、試行的に北海道のＣＩＳ計画研究所 

と共同開催した。 

又、空き家相談は一度の打合せで解決できることは少ないため、関東で継続的に相談できる 

パートナーとして一般社団法人ＴＯＫＹＯ住まいと暮らしの専門家の皆様に業務支援して頂

いた。 

 

日時：令和２年２月１５日（土曜） 

場所：東京田町 ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 

出張相談会の写真 

 

 

相談会の結果：二組の来場（継続支援中） 

 

ケース１：東京に在住、実家である空き家が倒壊レベルに近い状態で近隣にご迷惑を掛けてい 

る。解体や家財の残材等の整理を依頼したい。 

対応：宅建士 

課題：相続人の一人が売却を希望していないが、将来売却希望。 

本事業に対する評価：東京で岐阜の実家を無料相談してくれることは、多忙な立場 

には、とても助かる。（費用と時間） 

 

  ケース２：東京に在住、実家が各務原市内の住宅団地にある。 

       売却に出しているが、売れない。未だ利活用は可能と考えるが、どうすべきか？ 

       相談に来た。 

       対応：司法書士・宅建士・建築士 

       課題：土砂災害警戒区域のイエローゾーン、場合によってはＤＩＹ型賃貸借を検討 

     本事業に対する評価：相続人の兄弟で同時に専門家の話を聞けることは非常に助か 

る。又、解決する為の道筋も見えてきた。 

 

 

 



 

６）空き家相談の要因分析 

  「空き家の予防手引書」を作成するにあたって、本年度確認された具体的な相談内容から 

  どの程度未然防止が図れるか、又は図る為に策を構築するか、空き家の発生（発生前から 

の想定も含む）を予防する為の検証を行った。 

 

空き家発生の要因分析 ２０件（個別相談・東京出張相談含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の相談は７５％が空き家の所有者で、２５％は現在居住している独居世帯である。 

今後、将来の空き家を生まない為に未然防止を考え始めている。 

 

 

  



 

 

 

実際の相談内容から、過去を振り返って空き家を防ぐことが出来たタイミングについて 

分析を行うと、親が独居になったタイミングが４０％、子供の独立が３０％、転居が１５％、 

相続、認知症の始まり等が行動（家族会議 等）を起こすべきタイミングと考える。 

 

 

 

 

 

 

未然防止策として考えられることは、売却が４５％、売却もしくは賃貸が２５％、解体が１５％、 

民事信託、相続登記、単独登記（共有登記の弊害）等の対策を上記のタイミングで実施して 

いると、空き家の発生を防ぐことが可能であったと考える。 



（７）次年度に向けて、本年度中に準備を行った成果 

   ①「空き家予防の手引書」作成 

     本年度の活動から把握できた内容を元に、予防のタイミング及び予防策について 

     具体的に「空き家予防の手引書」を作成した。  

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②空き家危険度マップ作成  

  自治体が継続して空き家の状態を管理する必要がある為、継続して状況を把握できるＭＡＰの

作成を試行的に行った。個人情報の管理等の課題もある為、自治体にて管理する資料と考える。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空き家の相談により現地視察が発生した際や、継続して空き家の危険度の状況把握を行うときに、 

 活用する目的で「建物利活用判定シート」を作成した。次年度以降に実証を重ねながら精度を上 

げる計画とした。 

 

 

 

 



③自治体との協議 令和 2 年 2月 21 日  

本年度の活動と課題、更に次年度以降の計画について各務原市の担当者と協議を行った。 

出席者   まちづくり推進課・若山敬嗣、まちづくり推進課・吉田淳毅、 

建築指導課・林良成                   （敬称略） 

ハウスサポート 代表理事 松塚龍一、司法書士 野々垣隆 事務局 髙橋佐織 

 ＜上手く機能した内容＞ 

１、消費者へセミナーや相談会の案内が的確に届く体制が確立出来た。 

（自治体は管理不全の空き家について戸籍及び現住所が把握できる） 

２、本事業が官民連携で国土交通省の事業である事から安心感が生まれた。 

         （不信感無く、初期対応が可能となる） 

    ３、自治体の立場から見て、ハウスサポートは空き家の問題についてワンストップで解決できる

体制が確立出来てきていると感じている。今後、各務原市も空き家対策計画の見直しのタイ

ミングに入ってきているので、自治体と協定を結ぶことも視野に入れて頑張ってほしい。 

  

＜上手くいっていない内容（課題）＞ 

１、 空き家が発生する要因が把握でき、どの立場で何をすべきかが明確になってきたが、現場で 

対応する事業者及びそのスタッフが、空き家の予防をする意識と責任について明確に体制

整備が出来ていない。（誰が何時のタイミングで空き家の予防をアドバイスできるか？） 

報酬等も考えながら、継続して体制の整備に努める必要がある。 

    

２、 専門事業者（相談する立場の人） 

次年度以降の最大のテーマであるが、相談者の数と知識を増やす事が未だ十分に出来てい

ない。継続して個別テーマ毎に知識を増やす研修を計画したい。 

      

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 2014 年 4 月 26 日 

代表者名 松塚龍一 

連絡先担当者名 髙橋佐織 

連絡先 
住所 〒501-6023 岐阜県各務原市川島小網町 2068-17 

電話 0586-89-4927 

ホームページ www.house-support.or.jp/  

 


